
阪神高速 新料金案の概要（料金圏の無い、上限を抑えた対距離料金）

【Ｈ19.10の議長、知事申し入れ】

①長距離利用者の割高感軽減

②複数の料金圏を連続利用する場合の割高感軽減

【新料金案】

○圏域毎の均一料金（東線700円・西線500円・南線500円）から料金圏の無い対距離料金へ

○下限を500円として、利用距離6km毎に100円加算、上限を900円に抑制

○大口多頻度割引の拡充 参考資料 P.6


